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全国規模の家族生活総合調査 と公開利用データの作成
一 ウ ィス コンシン大学NSFH調 査 の場合

石 原 邦 雄

1.課 題 状 況

研究の経過 を見 る と、 日本 の家族 は常 に変化 の問題 とと もに取 り上 げ られて

きたといってよ い。今 日もまた、家族 は 「多様化」「個人化」 とい ったフ レーズ

とともに、その変化 が問われて いる。現象面 では、少子化、晩婚 ・晩産化、既

婚女性の家庭外就労の一般化、中年期の離婚 に代表 され る夫婦関係の再認識、そ

して底流 と しての女性 の意義 申 し立て、な どが盛 んに取 り上 げ られ る。社会学

を中心 に してみ た家族研究 の動向 という点 か らす れば、戸 田貞三 、小 山隆、森

岡清美 といった代表 的研究者 の系列 で0定 の確立 をみた、小 家族(核 家族)を

基礎 に した家族理論 と変動論 が、見 直 しを迫 られてい る状況 にあ る。

そ う した中で、筆者 自身 も 「いいだ しっぺ」 の一人 であ るが、 日本 家族社会

学会 による家族 の全 国規模の総 合調査の計画が 、進行 中であ る。戦後半世紀 を

経ての 日本 の家族 の変化(と 継続性)の 総括的把握 、国際比較 に使 え る的確 な

代表性 あるデー タの必要 性、研究者 による政策提言 を可能 にす るデー タの蓄積

の必要、な どが意義 として語 られている。

筆 者 は本年(94年)春 か ら、9カ 月間、米 国 ウィス コ ンシン大学 ・マデ ィソ

ン校 で在外研究す る間 に、 こち らでの家族研究の状況 に触れ る機会 に恵 まれた。

当大 学では、Lバ ンパ ス、J.ス ウィー トらの社会人 口学者 を代表 とす るNSFH

(NationalSurveyofFamiliesandHouseholds)の 当事者た ちに直接会 うとと

もに、 そのデータ も直接操作す ることがで き、 これが、 日本で考 えて いる家族

全国調査の0つ の手本 にな るとの印象 を深め たので、「「家族全国調査」 とデー

タ公 開への期待 一アメ リカか らの便 り一」 と題 して、『日本家族社会学会ニ ュー

ス レター』13号 に投稿 した。

そこでの要点 は、家族全国調査の意義付 けの明確化の必要 とい うことで あ っ
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て、(1)研 究(史)上 の意義、(2)社 会的意義 、(3)「 学会」の事業 と して取 り

組 む意義、の3点 を述べた。(1)は 、中範囲理論 な らぬ、「中範 囲調査」偏重 か

らの脱却 であ る。一方で は、家族生 活の リア リテ ィに迫 るイ ンテ ンシヴなケー

スス タディ的手法の要請 も出 されて いるが、他方 、一般化可能な代表性の ある

サ ンプルによる 「日本の家族」を描 ける大規模調査の必要性が高 いとい うこと。

(2)で は、調査デー タの公共性 と情報公 開へ向けての運動、 とい う副題 に示 し

たよ うに、 日本 での官庁 を中心 に した全国規模の調査 データの独 占と秘匿(死

蔵)と いう現状を打破 してい く運動が急務で ある こと。そのため に も研究者 自

らが、全国規模のデータ収集 に取 り組む とともに、 とりわけ、 そのデー タを公

共利用 に公開す るこ とが 、運動 の一つ の大 きなバ ネになるという、運動論 的な

視点か らの意義付けが強調 され た。そ して(3)で は、 これを 「学会」の共同事

業 と して取 り組む ことの、組織 と しての意義 と、「組織論 」的な観点 の必要性、

な どを同業 の家族研究者たちに訴えた ものであ る。 そう した いきさつ もあ って、

ウィス コ ンシン大学 にお けるNSFH調 査 につ いて内容 を紹介 して置 く必要を感

じたのが、本稿 の直接の きっか けであ る。

2.米 国 ウ ィ ス コ ン シ ン大 学NSFH(87-88年)

調 査 の 概 要

2-1紹 介 のための資料

以 下 で は 、全 国 調 査 の企 画 と実 施 と い う意 味 で わ れ われ に良 いお手 本 を提供

して くれて い る、87-88年 のNSFH第1次 調査 にっ いて、 その取 り組 み の上 で 問

題 とな った と ころを ま とめ て み た い。 これ も、 この研 究 チー ムの 明瞭 な方 針 の

現 れ といえ るが 、実 査 の完 了 直後 の88年8月 に出 され た ワ ーキ ングペ ーパ ーの第

1号 に、調 査 の 目的 とデザ イ ン、実 施上 の 問題 点 を、彼 ら自身 が 明 瞭率 直 に ま と

めて くれて い る。 これ を読 む こ とで 、わ れ わ れ は きわ めて 的確 に この プ ロ ジェ

ク トの 内容 を理解 す る こ とが 出来 るよ うに な って い るの で あ る。 以 下 の紹介 は、

お もにNSFHワ ーキ ングペ ーパ ーNol、J.Sweet,LBumpass,&V.Cal1,TheDesign
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andContentoftheNationalSurveyofFamiliesandHouseholds.Center

forDemographyandEcology,UniversityofWisconsin-Madison,1988.の 記

述 に よ る もの で あ る。

NSFHの 推 進 者 で あ るバ ンパ ス(L.Bumpass)、 ス ウ ィー ト(J.Sweet)両 教 授

は、筆 者 の希 望 と、 日本 で の こ う した試 み の進 展 の必 要 を よ く理 解 して 、 快 く

デー タ利 用 へ の便 宜 を はか って下 さ った ほか、第1次 第2次 の研 究 費 申請 書 も見

せ て い た だ い た ので 、 た いへ ん 参 考 に な った。 そ の ほ か、 実査 を請 け負 った テ

ンプ ル大 学 社 会 調査 研 究 所 で 、 この プ ロ ジェ ク トの責 任 者 で あ った、 ア ク ウ ィ

リノ(W.Aquilino)が 、 現 在 筆 者 の 所 属 して い る学 部(SchoolofFamily

ResorcesandConsumerSciences)の ス タ ッフ に な って い るので 、彼 か ら も、実

査 に か か わ る多 くの話 しを聞 か せ て 頂 い た。 さ らに幸 い な こ とに、 日本 大 学 の

津 谷典 子 氏 が 、 バ ンパ ス との共 同研 究 の た め に滞 在 中 で あ った ので 、 彼 女 か ら

も米 国 で の研 究 事 情 な どにつ いて 、 多 くの知 識 を補 充 させ て頂 い た。 これ らの

方 々 に 、 この場 を借 りて お礼 申 し上 げ た い。

2-2プ ロ ジ ェク ト実施 の経緯

米 国 で 最 初 の 全 国 規 模 の 家 族 生 活 総 合 調 査 で あ る、 このNSFH(National

SurveyofFamiliesandHouseholds,以 後NSFHと 略す)を 企画 した、バ ンパ

ス、ス ウ ィー ト両 教授 らは 、 ウ ィス コ ンシ ン大 学 の社 会学 部 に連結 す る、Center

forDemographyandEcologyを 拠 点 に活 躍 して い る社 会 人 口学 の代 表 的研 究者

で あ る。

プ ロ ジ ェ ク トのス ター トは、 代 表 的 な研 究 費 助 成 機 構 の一 っ で あ る国 立 児 童

及 び発 達 研 究 院(の 研究 セ ンタ ー)か らの 、家 族 と世 帯 に関 す る大規 模 研 究 費

の設 定 の必 要 を認 め た上 で の研 究 申請 書 の要 請 に応 じた形 で、1983年 に2年 計 画

の予 備 的研 究 費 の 申請 を 行 う と ころ か ら始 ま って い る。 バ ンパ ス らは プ ロ ジ ェ

ク トを企 画 す るに当 た って 、他 の代 表 的 な社 会 人 口学 者 や家 族 社 会学 者 ら(F.

Furstenburg,A.Cherlin,G.L.Fox,J.Gerner,J.Hober,K.Mason,F.Mott,H.

Presser,A.Thorntonら)と 連 絡 を取 り合 い、 こ う した調 査 企画 の必 要 性 を討 論
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す るとともに、 そ うした人 々に顧 問の形 で参画 して もらう形 を取 りなが ら、ウ

ィスコ ンシ ン大学内の研究ネ ッ トワー クを もとに、社 会人 口学、社会学 のほか、

社会心理学、経済学 の専門家 も組み込んで、研究 チームを組織 して いる。約1年

半を掛 けて、学内で の毎週 の研 究例会の ほか、数度の拡大会議 、プ リテス トな

どが行われて、 この大規模 な調査 の計画 の具体案が固め られて行 ったのである。

そ うしたプ ロセスを経て、85年 に正式の調 査研究費が480万 ドル認 め られ、86年

1月か ら予算 がス ター トしてい る。

さらに数度 にわ たる準備会議 を経 て、同年4月 には、実査 の委託先を、6カ 所

の申請 の うちか ら、テ ンプル大学 のInstituteforSurveyResearchに 決定 し、

本格的な調査実施 に入 る。6・7月はサ ンプ リング計画の見直 しと、調査票案の実

施へ向けての調整。7月か らプ リテス ト開始。 これ はさ らに、10-12月 にかけて繰

り返 し実施 された。87年1月 にはスペイ ン語版の調査票のプ リテス ト完了。2月末、

現場監督者 たちの トレーニ ング会議。 そ して3月 に3週 間をかけて、全米11都 市

で3日 がか りの調査員の訓練 が、約530名 の希望者を集 めて実 施 され る。 その

直後か ら、調査員 への対象地域 と対象者名簿 の割 当が なされて、実査が開始 さ

れ る。3月末 に第1号 のイ ンタ ビューが完了。4・5月で1,800ケ ースを完了す るが、

多 くの地域で調査員の不足が判 明 したので、秋に入 って、さ らに5都 市で追加の

訓練会 を持 って調査員 を補充 。予定 を超えて88年 に入 って しま うが、2月末実を

期限に、調査員か ら未完了分 も含 めてすべての資料 を回収。取 りこぼ しケ ース

にっ いて、 さ らに新規の調査員 も含めて追加契約 して、5月末 まで続行 し、最終

的に13,017ケ ースを得て5月 初め に実査を終了。他方、イ ンタ ビュー開始 の直後

か ら、 テ ンプル大学 の調査 セ ンターで、 コーデ ィ ング とデー タ入力作業が 開始

された。 まず、メイ ンイ ンタ ビュー調査票 のコーデ ィ ング と入力の態勢を6月 に

固めた上で、続 いて 自記式調査票部分が取 り組 まれ た。入力 されたデータは、ウ

ィスコ ンシ ン大学 にコ ンピュー タ転 送 され、 そ こで フ ァイル のフ ォーマ ッ トの

組 み替え、変数 コー ドの再変換(リ コー ド)、さ ららにデータ内容の一貫性 につ

いての一層のチ ェックが行われて、集計可能 データセ ッ トが作 られて行 った。 そ

して、実査 の完了のわずか半年後の、89年 の11月 には公共利用 のためのデータ

を公表す るとい う、 驚 くべ きス ピー ドで、全国調査が、学 問的 コ ミュニ テ ィー
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の共有財産 にな って行 ったので あ る。

こう して、公 開 されたデータを利用 して、各大学で続 々と博士論文 が取 り組

まれ、学会報告 、雑誌論 文に も多 くの成果が発表 されて いるのを見て も、 この

プロジェク トが 、米 国 におけ る家族研究 の一時期 を画 すイ ンパ ク トを持 った も

のであ ったこ とが知 られ るので ある。

バ ンパ ス ・ス ウィー トらのチームは、当初の計画通 り、次の研 究助成を得 て、

5年 後 のフ ォローア ップ調査 を93-94年 に実施 し、95年 春 には、そのデータの公

開 も始 まろ うと して いるところで ある。

2-3プ ロ ジ ェク トの 目的 と調 査 デザ イ ン

NSFHプ ロジェク トの最終 目標 と基本 的構え について、彼 らは以下の4点 に

ま とめて いる。

(1)広範 な家 族問題 をカバーす るデー タセ ッ トを発展 させ る必要性。

(2)そ の調査 内容 は、科学的な優先順位 に基づ いて方向付 け られ るべ きで あ

ること。

(3)調 査デー・タは、最大範囲の研究者 コ ミュニテ ィーに対す る資源 と して提

供 され るべ きこと。

(4)適 切 な回 顧 的質 問を加え たクロス セク ション調査 の実施 を直接 の 目標 と

す るが、同時 に、 これを長期調査 の第1ラ ウ ン ドと して位 置づ け ること。

このプロ ジェク トの必要性の根拠 と して、従来 の入手可能 デー タの もつ限界

性 にっ いて は、 次の諸点が指摘 されて い る。

(1)や むを えない ところではあ るが、家族に関わ る主要 な全国的デー タは、

他の 目的を持 って収集 された ものであ って、それ らのデータセ ッ トの発展

の経過を見て も、家族の構造 と過程を最大限理解 しよ うとす ることとは別

の基本課題 に基づ いて調査項 目が選択 されている。 これ らの諸データを も

とに非常 に多 くの研究がなされて きたが、そうしたデータの限界性 につい

て も急速 に認識 が高 ま って いる。(調 査 目的に よる項 目の偏 り)
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(2)現 在利用可能な多 くのデー タは、米国全体の人 口を代表す るサ ンプルに

な って いない。任意抽出の場合 も多 い し、そ うでな くて も、一っの市かせ

いぜ い州の範 囲での代表 サ ンプル にとどまって いる。(母 集団の狭 さ)

(3)さ らに、従来 の調査の大部分は、特定 の家族問題を焦点 に しているか ら、

大 きな家族 の歴史的社会的 な文脈か らの理解は欠 けて いる。(歴 史社会的

文脈 の欠落)

(4)同 様 に、従来のデータは、特定 の学問原理や特殊な理論的枠組みか ら出

発 して いるものが多 く、特定 の仮説の検証は可能であ って も、他の理論か

ら出て くる競 合的な仮説 のテス トまでは不可能 な場合が多 い。(理 論 的立

場の偏 り)

(5)ま た、多 くの科学的設問 は、重要 な政策課題の場合 と同様 に、社会の下

位 グループの間での比較が求 め られるのだが、従来 のデータセ ッ トの多 く

は、サ ンプルサイズが大 き くないので、下位集団に区分 した上で、多様性

や変異を分析 して行 こうと して も無理 があ る。(サ ンプルの規模 の限界)

(6)わ れわれ 自身を含めて従来 の研究では、本来的 に動態的であるはずの家

族の問題 につ いて、サ ンプルの選択 に関わ る偏 りや、また因果関係 の順序

性 についての十分な評価 を抜 きに して、クロスセ クション ・デ0タ に強引

に当てはめ る ことをや って きた き らいが ある。(反 復的 なデータ収集の必

要)

以上 を踏 まえて、NSFHの 目的 は次の7点 に集約 され る。

(1)家 族問題の大部分 に包括的 な焦点 を当て るよ うな調査 であ ること(包 括

性)。

(2)家族 の構造、過程、および家族 関係 を、広範 にカバ ーす るよ うな調査で

あ って、 それ ぞれが他 の領域 や次 元 との関連で研究 で きるよ うなもので

ある こと(多 面性)。

(3)米 国の人 口全体 に当てはめて一般化す ることが可能 であ るよ うな、全国

の確率標本 に基づ く調査であ ること(全 国代表 サ ンプル)。

(4)下位集 団での比較 が可能 な、 そ してまた、信頼 し得 る統計的 な推定がで

きる、十 分な大 きさのサ ンプ ルで あ ること(十 分 なサ ンプルサイズ)。



全国規模の家族生活総合調査と公開利用データの作成 225

(5)多 くの学 問原理 に とって重要 な諸問題 に応 え、合わせて、 さまざまな理

論的視点 に立っ研究者たちにと って有意義 なデータであ ること(学 際性 ・

理論的多元性)。

(6)家族 の諸 側面 に関す る、競合 して い る諸仮説 をテス トで きるよ うな調査

で あるばか りで な く、米 国の家族 の現状 を記述で きるよ うな調査 であ る

こと(仮 説検 証 と並ぶ、記述 の重 要性)。

(7)主要 な記 述的 ・分析的な設問 の多 くに対応 した クロスセ クシ ョン調査で

あるが、 合わせて、家族 およびその他 の生活領域 につ いて、回答者 の回

顧 的な報告 を得 る調査 で もあ ること。 さ らに、家族 の移行 と経験 につ い

ての決定 因お よびその帰結 に関す る長 期調査のべ一スライ ンを形作 るよ

うな調査 であ るこ と(回 顧法 とクロスセ ク シ ョンの結合、合わせて、長

期調査へ のべ一ス ライ ンづ くり)。

2-4調 査 デ ザ イ ン

1)調 査対象

19歳 以上の全人 口の代表サ ンプル とす る。 ただ し、特定問題 につ いて詳細分

析が可能 なよ うに、焦点 となる下位区分の人 口にっ いては上乗せサ ンプル(over

sampling)を 用意 す る。具体的 には後 に も示す よ うに、マイ ノ リテ ィ、同棲 カ

ップル、連れ子 再婚 などの ケースお よび、世帯内 にい る子 ど もの両親 が いずれ

も同居 して いな いケース、成人子が親 元 に とどま っているケ ース、結婚 したて

のケース、 などで あ る。

2)情 報を得 る対象 と調査票 の種類

基本回答者(primaryrespondent)は 、当初18歳 以上の一般人 口と想定 して

いたが、高校在学 中の者が多 く含 まれ ることにな るのを避 け るため、19歳 以上

に変更 した。ただ し、19歳 未満で も、結婚 または同棲関係 にあ るものが世帯内
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に含 まれて おれば、基本面接の回答有資格者 と して、無作為抽出 に含 めた。ま

た、 日本で いう準世帯 に当たる、寮や軍 隊兵舎、老人 ホームなどにっいては、サ

ンプル抽出上の手間 と経費の問題 、調査協力 の得 に くさ、老人 につ いて は回答

能力 の問題等を考慮 して抽出対象 か ら除外 してい る。 ただ し、特 に若年層 につ

いては、抽出 され た一般 の世帯 の中で、他 出世帯員 という形で、大学 の寮や兵

舎 にい る者 は、基本回答者の有 資格者 に含 め、その人が基本回答者 に選ばれた

場合 は、親元(本 拠世帯)で 面接 で きなけれ ば、他 出先 で面接す るか、場合 に

よっては電話調査 の形で、デー タ収集の努力が な された。

基本回答者へ の面接が この調査 の中心で あ るが、 これに一つの試みがっけ加

え られた。 自記式質問票 の併用 とい う方式で あ る。 よ りプライバ シーに触れる

微妙 な質問や、定型化 された意識調査部分 な どが、 こち らの調査票 にま とめ ら

れてい るが、 しか し、留置調査 にす るので はな く、 あ くまで面接調査 の内部 に

組 み込 む形で実施す る方式が取 られた。

家族関係、 とりわけ夫婦関係 に関わる質 問を、当事者 の一方か らのみの情報

で捉え ることの不十分 さはっ とに指摘 されて いるところなので、NSFHで は、配

偶者か らの情報 を得 ることを大 きな課題 と してい る。 しか し、双方 に面接す る

ための費用は膨大 になるので、 自記式質 問紙 の記入依頼の形 を とった。基本回

答者への面接 の問 に、別室で記入 して もらうことが出来 ない場合 は、留置方式

も取 られて いる。 また、結婚 して いる場合 と、同棲関係の場合 は若干異 な るの

で、大部分 の項 目は同 じだが、配偶 者を 「パ ー トナ ー」 と呼び代え るな どの手

直 しも含めて別 の質 問紙 が印刷 された。 さ らに、基本 回答者が若者で あ る場合

に、世帯主(ま た はその配偶者)の 地位 に いないケースが 出て くる。NSFHは

個人 の家族 ・世帯経験 を捉え る こととな らん で、世帯 の現状 を的確 に捉え るこ

とを重要 な目的の一っ に して いるが、彼 らか ら世帯 と しての情報 を得 ることに

は無理がある。そ こで第3次 回答者 として、そ うした場合の世帯主である親族 に、

簡単だが、世帯 と しての情報 を得 るための調 査票 も組み込 まれたのであ る。

以上 の結果、実 際 に情報 を得 る対象者 と調 査票 の対応 は、っ ぎのよ うな もの

となった。

a.基 本回 答者 上記の世帯 内にい る19歳 以上 の者
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a-1基 本 回答者面 接調査 票

a-2基 本 回答者用 自記式質 問票(面 接 時に併用)

b.第2次 回答者 基本回答者 の配偶者 またはパ ー トナー(同 棲相手)

b-1配 偶者 自記式質問票

b-2パ ー トナー(同 棲相手)自 記式質問票

c.第3次 回答者 基本回答者が世帯主(ま たはその配偶者)で ない場

合 の、世帯主で あ る親族

c-1第3次 回答者 自記式質問票

3)調 査票の構成

それぞれの調査票 に どのよ うな質 問項 目が盛 り込 まれて い るかが、次 の問題

で あるが、 これ は一言 で いって、NSFHの 目標 か ら して も、盛 りだ くさん、総

花的 とい って過言で ない。 しか しだか らとい って 、ただ散漫 に広が って い るわ

けでは ない。 サ ンプ リングの方針 と して も、一定 の焦点的 なカテ ゴ リーにっ い

て上乗 せサ ンプルを取 ることを組 み込ん でい るよ うに、今 日の米国 の家族 問題

に立 ち向か う際に必要 な焦点 は きちん と押 さえよ うと して い る。結果的 に、調

査票 は 日本 で調査 に携わ って いるわれわ れの感覚 か らいえ ば膨大 な ものに な ら

ざ るを得 ない。実際、基本回答者用面接票(a-1)は161ペ ー ジ、質問数671と い

う大部 な もので、 これによ る面接の途 中に折 り込 まれ る自記式質問紙(a-2)も

64ペ ー ジに上 る もの とな って いる。 もちろん、す べての設問が どの回答者 に も

該当す るとい うもので はないが、相 当の量 であ る ことには変わ りない。調査 項

目の一覧は、付録 の形で本稿 の末尾 に示 した(付 録参 照)。

それで も、 い くつか の トピックは、イ ンタ ビュー時間の長 さと回答率(拒 否

率)と のかねあ いか ら、 この調査 に盛 り込 む ことを断念せ ざ るを得 なか った と

いう。 それは、(1)乳 幼児 に対 す る回答者 の育児 行動、(2)夫 婦が双方 の収入

をプール した り、分離 した りす るプ ロセス、(3)職 業、住居 、収入 に関す る経

歴 の詳細、(4)性 行動 の詳細 、 などで ある。
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2-5サ ン プ ル

a)サ ンプルサ イズの決定

これ は統計学 上の判 断 と調査 費用 の制約の双方が考慮 されて決 ま って くる。

当初 の コ ンサル タ ン トたち との協議 で、少 な くとも10,000ケ ースの回答者が必

要 であ るとの方 向が 出されて い る。 このサ ンプル規模 の場合、研究上 の戦略 的

に重要 なグループが それぞれ何ケース くらい得 られ るかにつ いて の推計が、1980

年国勢調査の10分 の1抽 出データを用 いて、綿密 に検討 された。その結果、多 く

の目的 につ いては、 このサ ンプル規模で十分で ある と判 断された。 しか しなお

い くっかの重要 グル ープ にっ いては不十分 とみ られた。 そこで、以下 に上 げ る

カテゴ リーを含むサ ンプルを上 乗せす る方針が取 られ た。

(1)マ イ ノ リテ ィ(黒 人、 メキ シコ系アメ リカ人、 プエル トリコ人)

(2)単 親家族

(3)継親子関係 を含む家族(ま たは、両親 とも世帯 内にいないような子 ど も

の場合)

(4)同棲 中のカ ップル

(5)結婚 したての人々(87年1月1日 以後の結婚)

b)サ ンプル 抽 出手 続 き

NSFHの 基 本 サ ンプ ル は、合 衆 国 の範 域 内の 、100の サ ンプ リ ング地 域(第

1次 抽 出 単 位、PSU)か ら抽 出 され た、約17,000の 世 帯 単 位 を含 む、全 国 的 多段

階 抽 出 に よ る地 域確 率標 本 で あ る。上 乗 せ サ ンプル も、 同 一 の抽 出単 位 か ら抽

出 され た。

テ ンプ ル大学 のISR(InstituteforSurveyResearch)の 持 っ 、1985年 の 人

口推 計 に基 づ く、全 国 標 本抽 出枠(NationalSamplingFrame)を 活 用 して 、100

の第1次 抽 出単 位(PSU)が 抽 出 され た。PSUは 、 全 国 を2つ の下位 区分 に分

けて い る。一 つ は、200万 人 以上 の人 口を含む大 都 市地域(Stan(lardConsolidated

Areaと も呼 ばれ る)で あ って、 これが 全 国 に18カ 所 あ り、全人 口の38銘 が 含

まれ る。大 きな地 域 は さ らに2っ 以 上 のPSUに 分 割 され るの で、結 局100の う
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ち37のPSUが こう した大都市地域 である。その他 のPSUは 、人 口15万 人以上

のカウ ンティ(county)単 独の場合 と、それ と15万 人以下のカ ウンテ ィの組 み

合わせ になる場合 とが ある。 そ う したPSUに っ いて、地方別、都市規模別、そ

の他の変数(都 市化、経済成長 、人種構成、 ヒスパ ニ ックの人 口比 な ど)を 考

慮 した32の 階層分 けがな されて 、各層か ら人 口規模 に比例 させ なが ら、 ほぼ2

っずっのPSUが 抽 出 された。

次 に、それ ぞれのPSUの 中か ら、第2次 抽 出単位(SSU)と して、ブ ロック ・

グループ(brockgroup)が 、やは りそれ ぞれの持っ人 口規模 に比例させ て抽 出

された。平均 して1つ のPSU当 た り17のSSUが 、っ ま り全体 と しては1700の

第2次 抽 出単位が抽 出され た。 この各SSUか ら、さ らに無作為 に45以 上 の住宅

単位(housingunit)を 含 む リステ ィング地区(1istingarea)が1カ 所 、っ ま

り合計1700カ 所抽 出され る。

リスター と呼ばれ る対象候補者世帯 リス トの作成者が、この1700地 点 に派遣

され、 その地区内のすべ ての住人 の住所 を リス トア ップす る。 この各 リステ ィ

ング地 区の世帯単位 リス トか ら、それぞれ ラ ンダムに約20ず つの住所が抽出 さ

れて、これが ス ク リーニ ング訪問実施 のサ ンプル とされた。 この各地 区約20ず

っの名簿 か ら、 さ らにラ ンダム に半 々に区分 して、基本サ ンプル対象世帯 と上

乗せ用サ ンプル のそれ とが決定 され た。

2-6デ ー タ収 集

1)挨 拶状 の送付

リス トされた各サ ンプルの居住単位宛 にまだ名前 の特定 されて いな い挨拶状

が あ らか じめ送 付 され、調査 の趣 旨が、潜在的 な回答者 たちに説明 され、調査

員が訪 問す る ことの予告 と、調査へ の協力 を依頼す る内容 にな って い る。
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2)ス ク リー ニ ング面 接

調査員 は、 リス ターが作 った名簿 を持 って、各調査地 に入 り、名簿上の住所

の居住単位(世 帯)に いる大人 の人 に最初 の コ ンタク トを取 る。 まず、基本サ

ンプルあ るいは上乗せサ ンプル とな る個人を特定す るためのス ク リーニ ング調

査用紙 を用 いて、他 出世帯員 を含むすべての世帯員 の名前、年齢、婚姻上 の地

位 、世帯外 の場合の居所な どが 問われ、対象有 資格 と判定 された世帯員の 中か

ら、あ らか じめ定め られた方式 に基 づ いて ラ ンダムに基本面接対象者が確定 さ

れ る。

上乗せ用 サ ンプル にっ いては、 さ らに若干 の補足が必要 であ る。上乗せサ ン

プル用 の リス トにあ る世帯 につ いて も、調査 員が まず世帯員全員 の基本属性 を

質 問 し、先 に上 げた特別の条 件を持 った成員が含 まれ る世帯 であれば、上乗せ

サ ンプル該 当世帯 となる。 しか し、 その上で基本面接対象者 は、先に述べ た基

本 サ ンプルの場合 と同様 に して選定 され る。 したが って、必 ず しも問題 とな る

属性 を持 った当事者が その まま面接 対象 になるとは限 らな いので ある。 これ は

やや紛 らわ しい ことであるが 、先の上乗せ条件 と した問題属性が 、相互 に重 な

る可能性 を持 って い るので、対 象選 択の無作為性 を確保 す る上で の必要 な妥協

であ った。

3)基 本面接

ス ク リーニ ング面 接の最終段 階で、基本面接対象者が確定 され る。 も し対象

者が世帯外 に移動 して いる場合 は、 その移動先 で面接が行われ た。スク リーニ

ング ・イ ンタ ビューのための最初 の訪 問時に、 ひ きっづ き基本イ ンタ ビューが

始め られ、配偶者(第2次 回答者)の あ る場合 に、自記式質問紙 の記入をその場

で依 頼で きれば理想 的で あるが、不可能 な場合 は再訪の アポイ ン トを取 って引

き上 げ、基本面接のみを終了 した場 合 には、第2・3次 の回答者へ の質問紙 への

記入 を(間 接的 に)依 頼 して、回収方法 と日時を取 り決めて戻 る。
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4)面 接所用時間

先 に も示 した よ うに、 自記式質 問紙 と合わせて行われ る基本面接 は大量 の質

問を含んでい る。計画の当初か ら、面接時間 は1時 間半以内に押 さえ、長 くかか

って しま うケ ースで も2時 間は超えな いとい う方針が決め られ、プ リテス トが、

これを調整す る重要 な役割 をはた した。実際 に要 した面接 時間の分布 も表示 さ

れて いるが、 これ によると、1時 間以内が4%弱 、当初予定 の90分 以内で終了

したケースの累計が36.8%、120分 以内で も73.7%に とどま って いる。つま り、予

定以上 に時間 を要 した ことが分か る。

5)サ ンプルの調査結果 区分

そ こで 、 問題 は回 収 率 で あ る。 抽 出 の結 果 、調 査 員 に渡 さ れ た住所 リス トに

は、基 本 サ ンプ ル 用16,941、 上 乗 せ サ ンプ ル用16,928、 合 計33,869の 世 帯単 位

が記 載 され て いた。 調 査実 績 と して の結 果 区分 を整 理 した ものが 表1で あ る。回

答 率 は、 ス ク リーニ ング段 階が 、 基 本 サ ンプ ル 、上 乗 せ サ ンプ ル を合 わ せ た全

体 で90.9%、 面 接 完 了 率 は、全 体 で74.3%で あ った。 調 査 規 模 の大 きさ、 調査

内 容 の 複 雑 さか らい って 立派 な成 績 で あ る と いえ よ う。

第2次 回 答者 は、基本 回 答 者 の中 で の結 婚(お よび同 棲)率 に あた る57.3%の

対 象 に該 当 した が 、 その 回収 率 は 、配 偶 者 が83.2%、 同棲 パ ー トナ ーが76.5%

で あ った。 また 、第3次 回 答者 にっ いて は、基 本 サ ンプル の7%が 該 当 し、回 収

率 は、77.6%で あ った。瞳いず れ も満 足 す べ き成 績 で あ ろ う。
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表1サ ンプ ル の調 査 結 果 区分

基本サンプル 上乗 せ サンプル 合 計

ス クリー ン通 過 ケ ース

面接完了ケース 9643 3347 13017

対象者長期不在 33 5 38

寮または兵舎居住(面 接できず) 2 一 Z

対象該当者なし 57 9950 10007

病気で面接不能 256 as 302

誤 った対象者への面接 ケース 69 23 92

対象者転出(面 接不能) 103 66 169

対象者は特定 したが面接できず 104 49 153

面接拒否 2752 779 3531

言語の障害(英 ・スペイン語以外) 14s 50 198

小 計 13167 14342 27509

ス ク リー ン不通 過 ケ ース

スク リーニ ング面接拒否 1587 733 2320

不在 134 88 222

調査完了せず 6i 51 112

接近不能(施 錠 された ビルなど) 57 53 110

小 計 1839 925 27509

その他

居住世帯以外 s17 439 956

空き家 1411 1208 2619

リス ト地区範囲外 7 14 21

小 計 1935 1661 3596

合 計 16941 16928 33869
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2-7調 査 実施 とデ ータ処理 上 の諸 問題

1)回 答者 への謝礼

もと もとこの プ ロジェク トの案 と しては、回答者 への謝礼の支払 いは考 えて

お らず 、予算 も組んで いなか った。調査 の進行 の過程で、調査 員や、監督者 た

ちか ら、基本回答者 には、多少 の謝礼 の支払 いが あ った方が協力が得やす い、と

いう声が強 く出 され た結果 、ほぼ調査 の中間段階で方針変更 し、基本回答者 に

10ド ルの謝金を支払 うことに した。また、拒否ケースの翻意のためには、15ド

ル支払 って も良 い こと と し、調査員の方 に も、そ うしたケースには、10ド ルの

報奨金 を出す ことに した。

2)調 査員 へ の支払 い

調査員 には出来高払 いで支払 いが なされ た。 しか し、 フィール ドワークの最

終段階では、未 完了 のケースが地 域的 に分散 した形で残 され たので、88年3月

以降は、時間給 の形 に切 り替え た。

3)拒 否 ケースの翻意

調査員が、訪問 した際協力 を断 られて しま った場合 には、他 の調査員が 引 き

継 いで、再度 アプ ローチす る方針が取 られた。 もし他 の調査 員の手配 がっ かな

い場合は、元の調査員が約2週 間後に再度訪問 して、協力を求 め直す ことに した。

いずれの場合 も、現場監督者 か ら、対象世帯宛 に調査 の重要性 と、 と りわ け秘

密の保持 について説明 し、翻意 を促 す内容 の手紙 が まず発送 され た。 監督者 か

ら電話を入れた場合 もあ った。 すべての拒否対象世帯に、翻意 を求 め る努力が、

少 な くとも2度 試 み られた。
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4)調 査期間の長期化 にともな う処理

当初の計画では、実査 は87年4月 か ら12月 までの9カ 月間で済ませ るはずで

あ ったが、 あれ これの理 由か ら長 引 くこととな り、88年5月 までかか って しま

った。調査内容 に関わ って問題 とな るのは、「年間収入 」で ある。NSFHで もサ

ンプル調査 の普通のや り方 のよ うに、「前 の年(86年)」 の年間収入を聞 くこと

に して いた。 この方針 は、調査が88年 にず れ込 んだ後 も堅持 した。 しか し、か

な り前の事を尋ね る ことに もな り、実 際の回答が、確か に86年 の年収を答えた

か、87年 の ものか、あ るいは両者の折衷 され た答 にな ったかは確認 しきれて い

な い。 また、学年歴 にっ いて も注意が必 要であ る。学校 に関わ ることは、調査

が始 ま った87年 の春 の段階 に揃え ることとし、調査票 の印刷 に もその点を注意

して 「この前の春」 と読み代 え るように指示す るとともに、夏以後 、2回 にわた

って、調査 員宛 に注 意書 きのメモを回 した。

5)焦 点 とな る子 の ラ ンダムな選定

親子 関係 な どを問 う際に、関係の当事者 と して対 象 とされ る子 を特定す る必

要があ る。 この調査 では、条件 に合致す る子 ど もを、世帯の中で アルフ ァベ ッ

ト順 に リス トして、その最初 に来た子を 「焦点の子」とす る方式 を採用 した。 こ

のや り方で何かバ イアスが生 じるか どうか にっ いてはまだ分 か って ない。

6)調 査員の数

814人 が調査員 の トレーニ ングを受け、その うち8割 は女性であ る。実際 に1

ケース以上完了 したのは663名 であ った。 この うち1ケ ースのみ完了 した者が

127名 、50ケ ース以上 こな した者が67名 で、平均 は約20ケ ースであ る。なお、

調査員の うち85名 が黒人、93名 がスペイ ン語 との2言 語使用者で、彼 らは主 に、

黒人地 区、 ヒスパニ ック地 区を担 当 した。
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3デ ー タ公 開 とそ の効 果

NSFHは 、研究 コ ミュニ ティに共 同利用 データを提供す ることをプ ロジェク

ト自体 の 目標 に掲 げて スター トした ものであ るか ら、 データの公 開へ 向けての

構 えは、 自分 たちの研究が済ん だ後で、 とい った従来 の考え方 とは基 本的 に違

って いる。実際、フィール ドワー ク完了の6カ 月後 にはデータの公開を始 め ると

い う驚 くべ き速 さで進め られ たのであ る。

プロ ジェク ト研究費で雇 ったスタ ッフが、 デー タ公 開の作業 に専属 で当た っ

てお り、利用希 望者 は、 申 し込 みの用紙 に、受 け取 る際 に希望す る素 デー タフ

ァイルのデー タ形式 などを記入 して、実費 と して の280ド ル(送 料 は別)を 支

払え ば、100メ ガバイ トを越す 巨大 なデー タセ ッ トの磁気テープ と、3冊 に分か

れ た分厚 いコー ドブックなどの資料を手 に入れて、自由に手元で利用で きる。ア

フターケアの形 で、 その後発見 されたデー タエ ラーの修正情報 や、利 用 ための

ノ ウハ ウな どが、郵便 または電 子 メールによ って利用者 に随 時提供 され る態勢

にな ってお り、利用者側か らもNSFHHELPと 名付 け られた情報窓 ロに、電子

メールや電話 によ って、質問や支援の要請が いつで もで きる形にな って いる。実

際 には相当大 きなデ ータセ ッ トであ る し、最近 ほ どにパ ソコンの性能 や容 量が

向上 していない段階でスター トしているので、購入者 は個人 というよ り機 関、と

りわ け大学 にな ってお り、関心 のあ る研究者 の いる大学 の計算 セ ンター にイ ン

ス トールされた上 で、その大学 内で共同利用 されて いる場合が多い とみ られる。

現在 まで に150以 上の米 国内の大学 と、 い くつかの民間企業が利用者 にな って

い る。

バ ンパス らの研究 チームの側 で も、データの分析結果 を ワーキ ングペーパ ー

の シリーズ と して刊行 してお り、 これ も50篇 近 くに達 しているが、外部利用者

も続 々 と成果を発表 して いる。 プロジェク トの事務局 もその状況 を把握 したが

って いるが、なかなかす べての利用結果 はつ かみ きれて いない様子で あ る。 プ

ロジェク トの側 で取 りま とめ た、NSFHを 主 なデー タ とした研究 の文献 リス ト

を利用 者への情 報提供 もかねて、配布す るか たわ ら、漏れて いる文献 を知 らせ

て くれ るよ う呼 びかけて いる状況 であ る。 そのよ うに不完全 な リス トで も、既
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に80篇 の 論 文が 数 え られ て い る。 今年 のNCFR(NationalCouncilonFamily

Relations)の 大 会 で ル ーベ ン ・ヒル賞 を授 賞 したP.ア マ ト(Amato)の93年 の

PsychologicalQuarterly誌 の論 文 もこの リス トに入 って いな い く らいだ ったか

ら、 っ か め て いな い成 果 の範 囲 は相 当広 い とみ て良 か ろ う。NSFHを 利 用 した

博 士論 文 も多 い と聞 いて い るが 、残 念 な が らその数 は 、事 務 局 で もつ か め て い

な い。博 士 論 文 まで いか な い段 階 で も、 教育 用 と して 利 用 され て い る範 囲 も広

い と思 わ れ る。筆 者 も参 加 した、本年8月 の全米 社 会学 会 大会 にお いて も、家 族

の部 会 の 多 くでNSFHの デ ー タを 使 用 した報 告 が な され て お り、 この プ ロ ジェ

ク トの大 き な影 響 を実感 した ので あ る。 今 後、 この5年 後 の フ ォ ロー ア ップ デ ー

タが ま もな く公 開 され る と、 そ の 利 用 は い っそ う増 え る こ とは確 実 で あ ろ う。

NSFHが 、米 国 の 家族 研 究 に一 時 期 を 画 した とい う評 価 は、決 して 過大 な もの

で は な い。

4小 括 一NSFH調 査 か ら学 ぶ もの

本稿 の最初 に記 した、 日本 におけ る家族生活 の全国規模の総 合調査の必要 と

い う観点か らす ると、米国の状況、 と りわけNSFHプ ロ ジェク トの成果 は大 い

に参考 にな ると思 われ る。 デー タの公開 と公共利用 とい う点 では、米国 では既

に国勢調査のデ ータを始め と して、20年 来 の実績 が出来上が って いるか ら、そ

の点 では、NSFHは 際 だ った もの とは いえ ないか も知 れな い。 しか し、研究 の

目標 自体 にデー タの共同利用 を掲 げ、実 際す ごい速 さでデー タの公開 に こぎっ

けてい る点 は、他 に類の無 い新 しい試 みであ るとい って よい。 そ して、変動 し

多様化す る米国 の家族の実状 を科学 的に捉 えよ うとす るため にな され た調査内

容 におけ る意欲 と工 夫につ いて も、大 い に学ぶ ところが ある。 もちろん多様化

と変化 の内容 は 日本 の場合 と相 当異 な る部分が あ るけれ ど も、それを どのよ う

に調査 し、 デー タ化 しよ うと して い るか につ いて は、 日本でわれわれが試み よ

うとす る際 に も参考 に しうることが多 い。本稿 の基本 資料 に用 いたバ ンパ スと

ス ウィー トによ るプ ロジェク トの解説 は、大規模調査 の計画 と実施過程 にっ い

ての、社会調査論 の教材 と して そのまま利用 でき る内容 といって もよい もので



全国規模の家族生活総合調査と公開利用データの作成 237

ある。

大規模調査 の計画 と実施過程 とい うことを離れて、調査 の内容 とい う点か ら

みた場合 に も、 今後 日本 の家族 を捉 えなが ら、 どの よ うに国際的 な比較 の視点

に乗せ て い くか とい う課題を考えて い く上で、NSFHの 膨大 な調査項 目を丁寧

に検討す る価値 は大 きい と考え る。 とりわけ 日本の これまでの家族研究では、尺

度化への努 力が進んで いなか ったことな ども、重要な参照点 になるといえ よ う。

そ して何 よ り、 われわれに も利用可能 な原 デー タを直接操作 してみ ることを

通 して、全国規模 のデータを持つ ことによ って何 が出来 るか、官庁等 によ る報

告書の2次 的利用で は出来 ないよ うな分析が どの程度可能 にな るかを、試 してみ

ることが必 要だ ろ う。 それ らによ って、われわれの 目指す全国調 査のイ メー ジ

をさ らに具 体化 して い くことに役立 て得 るだ ろう。

もっと も、NSFHプ ロジェク トの予算規模 は本稿で紹介 した第1次 調査が、3

年計画で約5億 円、5年 後 のフ ォローア ップ調査は7億 円 とい う規模で あ り、わ

れわれが期待 しうる予算規模 と比べれば、確実 に1桁 違 っていることは、残念 な

が ら簡単 には埋 ま らないギ ャ ップであ ろ う。 しか し、 日本の家族 は米 国の現状

ほ どには多様化 して いないと見 られ るか ら、NSFHの 様 に多 くの上乗せサ ンプ

ルを取 る必要 はないだろ う。 また、平均 が1時 間半以上 という面接時間 も費用 の

点 だけで な く容易で はないと思 われ る。間 に立っ であろ う調査会社 自体が難色

を示 しかね ない。

また、 データの公開 を含めた、 データ処理 と利用体制 につ いて も、直接 の研

究予算 だけでな く、大学が備えて い るデータ処理施設 の体制が、 日本 とはけた

違 いに進 んでい ることを背景 に して可能 にな って いる点 も十分考慮 に入 れな い

といけな いだろ う。 コ ンピュータの小型化 と性能の レベルア ップは、確 かに処

理能力 を高 めたので、100メ ガバ イ トを越すNSFHの データで もパ ソコ ンレベ

ルで処理 が可能 にな って きて い る。 ただ、大型計算機 の共 同利用 を前提 に、情

報処理 セ ンター とそ こでのサー ビス体制 を組み立て る経験が米 国のよ うに蓄積

されな いうちに、一挙 に技術革新が進ん だ形 の中で、情報管理 と使 いやす い利

用体制 が どのよ うに形成 し得 るかにつ いては、別途検 討が必要 で あろ う。
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こう して、家族生 活の全国的総合調査 とそのデータの公開 とい うプ ロジェク

トを計画 し具体 的 に実施 してい くにつ いては、調査のデザイ ンと内容 の検討 は

勿論 の ことであ るが、それに とどま らず、研究費の得方 の問題 、実査 の体制の

問題、 データ処理 とデー タ管理 の問題等 々、 多 くの問題を検討 し解決 してい く

必要が ある。 こうした問題 に取 り組 む ことは、同時 にそれを通 して、 日本 にお

ける研究体制の あ り方、 とりわけ、官庁 と民 間機関 あ るいは大学 との関係、研

究者 コ ミュニティの問題や、大学におけ る研究教育体制のあ り方 の問題 など、基

本的な、大 きな問題への再認識 とその改善努 力を迫 られ る、 アクチ ュアルな課

題 とな って い くことが見通 され るのであ る。
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付録資料 NSFHの 調査内容の概要

1基 本回答者に対する面接調査票

1.世 帯 の構成

A.世 帯構成(各 成員 の年齢、性、結婚地位 、続柄 、他出成員、近親以外の同居

者 、世帯主)

B.同 居す る子 ど も(実 子、養子、実子以外 の同居子 、配偶者 との続 柄)

C.障 害者または慢性疾患者(世 帯員による、および世帯外親族 による、ケア と援

助)

2.世 帯 の歴史

A.子 ども期の世帯の経歴(親 、その他の養育 者 との同居 期間な ど)

B。 き ょうだ い く親 との関係 、血縁の程度)

C.離 家経験

D.両 親 との同居 期間

3.結 婚 と同棲の経歴

A.結 婚経歴(年 次 、記念 日、解消の時期 と経過)

B.同 棲経歴(初 婚 前、再婚 前、近時の結婚 前、その後)

C.同 棲経歴[未 婚の場 合](回 数、最 初の同棲経験 、現在 の同棲)

D.未 婚者(無 配偶者)の デ イ ト行動(デ イ ト行動 、結婚計画、同棲 計画な ど)

4.最 初の配偶者 の社会 的背景

A.結 婚歴 と子 ど も

B.教 育、経 済社会的背景、宗教 、生育家族の十全 さ

C.初 婚 にお ける夫婦別居

5.夫 婦関係以外の問題での夫婦別居

A.そ の理由

B.接 触頻度

C.別 居継続 の予想期間

6.妊 娠経歴 と子 の数 の期待

A.出 産経歴(養 子 、実子、子 の死亡時期な ど)

B.出 産意欲(望 まない妊娠、不妊、今後 の出産希望)

7.子 との関係 の質

A.5-18歳 の子 ど も[全 サ ンプル対象](問 題行動 、子育 ての困難)

B.0-18歳 の子 ども[焦 点 の子 の選定](親 の教育期待 、子離 れ、子育ての困

難)

C.焦 点 の子が0-4歳 の場 合(子 どもの様子、養育上 の困難 、幼稚園 ・保育園、

しっけ、親子 関係 、な ど)

D.焦 点の子が5-11歳 の場合(子 どもの様子、学校生活、家族 の生活のルール、

親がいない時間)

E.焦 点の子が12-18歳 の場合(子 どもの様子、家事 、学校生 活、家族のルー
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ル、雇用 、親 との意見の食 い違 い、デ イ ト、車 の関係 な ど)

F.単 親のみ と同居す る子 ども[焦 点 の子 の選定](不 在 の親の情報、その親 と子

の接触 、回答者 とその親 との接触、子をめ ぐる葛藤 、子の処遇 にっ いての法的

取 り決め、養育費 の支払 い)

G.連 れ子及びパー トナーの子[焦 点の子一人 を選定](他 方の親の所在、子 との

接触 、養育費支払 い)

H.実 の親が一人 も同居 していない子 ども[焦 点 の子一人を選定](親 の所在、子

との接触、養育費支払 い)

1.別 居中の19歳 未満の実子[焦 点の子を一人選定](別 れた時期、現在の所在、

他方の親の情報、子 との接触、子をあ ぐる葛藤、法的取 り決め、養育費支払 い)

J.配 偶者(パ ー トナー)の 別居 中の19歳 未満の実子[焦 点 の子 を一人選定]

(回答者 との同居時期、現 在の所在、親 との接触 、養育費支払 い)

K.19歳 以上の実子 また は連れ子、あるいは大学 在学 他出中の子[一 人選 定]

(学校状況 、公的な学費援助、親 の学費負担、居住形態、収入を得 る活動、子

か ら親 への支払 い、親 か らの生活費援助)

L.す べての19歳 以上の実子、連れ子で、別居中(他 出中)の 子t人 選定]

(子 の年齢、結婚状態 、子 の有無、現在 の所在、回答者の接触度)

8.社 会経済的特性

A.社 会的背景(人 種 、宗教、近 時の転居 、親の教 育 と職業、子 ども期の公的扶

助受給経験)

B.中 等教育以上の学歴(高 校卒業 またはGED資 格、その後の進学状況 、学位 や

資格)

C.兵 役経験

D.就 業(就 職歴 、現在 の職業、就業時間、収入 、副業 、勤務形態、通勤、就業

中 の子 ど もの世話 、昨年1年 の就業経験 、50歳 時 の職業)

E.収 入(世 帯員全員 の収入状況、収入源 、資産収入 、公的扶助)

F.同 居中の他の親族 との経済関係(決 まった額の支払 いのや りとり、贈与また

は貸与のや りとり)

G.親 または他の親族の世帯 に同居中の回答者(決 まった額の支払 い、親族側 か

らの一定の補助 、贈与 または貸与のや りとり)

H.最 初の住 宅取得(時 期 と価格、資金援助)

1.世 帯間の経済 的移行(相 続、贈与 または金の貸与 のや りとり)

J.資 産 と負債(資 産の形態 、評価額 、所有状況 、負債 の形態 と総額)

II基 本回答者、 自記式質 問票

1.家 事[全 回答者該 当]

A.家 事の種類別 、世帯員別、週 当た りの担 当時間(9項 目)

2.態 度 調査その他[全 回答者]
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A.幸 福感[包 括質問]

B.抑 うっ度 スケ ール(12項 目)

C.役 割の 自己評価(家 事、職業、親 、配偶者)

D.健 康状態[包 括質 問]

E.ア ル コール、薬物 問題

F.身 体的精神的 障害(形 態 と継続期間)

G.自 動車の使用

H.世 帯外 の援助源(夜 間の緊急時、借金、ス トレス問題)

1.社 会活動(交 際範囲、教 会活動 、飲 み屋でのつ き合 い、 レク リエー シ ョン組

織)

J.組 織活動参加(15種 類)

K.世 帯外の人 々との援助 のや りと り(子 の世話 、交通手段 、住宅 ・車 の修理 、

家事、情緒的支援)

L.成 人子 との援助 のや りと り(悩 みを聞 く、ニ ュースを もた らす、家事、経済

面、同伴行動)

3.親 の世帯 に同居す る回答者

A.同 居状態 の評価[包 括質問]

B.親 への支払い額(部 屋代 ・下宿代、その他の支払 い)

C.将 来の居住形態 のプラ ン

D.親 との意 見の不一致(10領 域)

E.回 答者が 転出 した場合 に予想 され る変化

4.離 婚及び別居 経験[1977年1月1日 以後 に経験のあ る場 合]

A.結 婚解消 は どち ら側が望ん だか

B.前 の配偶 者 との現在の関係[包 括質問]

C.別 居中の情緒 的サ ポー ト源

D.別 れ る前の配偶者 の収入水準

E.別 れ る前の、言葉上及 び暴力 を含 むいさか い

F.デ イ トの再開

G.離 婚前の他の異性 との関係 の有無(回 答者側、配偶 者側)

H.前 の配偶 者 との接触

1.離 婚 によ る生活 の変化(の 認知)

5.35歳 以下 の未婚(未 同棲)回 答者

A.も し結婚 した ら生活 にどん な変化が起 きるか(9領 域)

B.結 婚のタイ ミングへの考慮(5項 目)

C.配 偶者選 択条件(12項 目)

D.性 行為の頻度

E.同 棲への肯定 的否定的態度(13項 目)

F.各 種の ことにっいての態度(結 婚、未婚の親、同棲 、性 的関係)

6.同 棲関係[同 棲中の回答者 のみ]

A.結 婚の計 画
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B.関 係 の質[包 括質 問]

C.役 割 配分の公正 さ(家 事 、就 業、金 の支 出、子 の世話)

D.と もに過 ごす時間[包 括的質問]

E.性 行為の頻度

F.パ ー トナー との意見の不 一致(7領 域)

G.不 一致へ の対処

H.暴 力

1.別 れ た ら、生活 にどんな変化が起 きるか(6領 域)(回 答者、パ ー トナーそ

れ ぞれに と って)

J.別 れ る可能 性

K.同 棲 に対 す る態度(13項 目)

L。 も し結婚 した ら、生活 にどんな変化 が起 きるか(9領 域)

M.結 婚 の タイ ミングへの考え(5項 目)

N.配 偶 者選択条件(12項 目)

0.態 度質問(結 婚、未婚 の親)

7.夫 婦関係[既 婚者のみ]

A.関 係の質[包 括質問]

B.結 婚式の形態

C.役 割配分 の公正 さ

D.と もに過 ごす時間[包 括的質問]

E.性 行為 の頻度

F.パ ー トナー との意見の不一致(7領 域)

G.不 一致 への対処

H.暴 力

1.別 れ た ら、生活 にどんな変化が起 きるか(6領 域)

J.別 れ る可能性

8.妊 娠出産 へ の考 え[①39歳 以下の女性 、②44歳 以下の独身男性 、あ るいは、③妻

が39歳 以下の既婚男性のみ]

子 を もつ ことについて、人 々の考え る諸点(16項 目)

9.親 として の子育 て[す べての子 が5歳 未満の場 合]

A,子 どもと過 ごす時間(外 出、一緒 に遊ぶ 、本 を読 み聞かせ る)

B.し つ け(ご ほ うび、尻 たた き、抱 き しめる、エ ールを送 る)

C.子 どもの行動 への願望(12項 目)

D.連 れ子 との関係(8項 目)

10.子 育て[5-18歳 の子が一人以上 い る場合]

A.子 どもとの共食

B.子 どもと過 ごす時間(余 暇行動 、一緒 に遊ぶ、個 人的に話す、宿題の手助 け)

C.し つ け(ご ほ うび、ル ールづ くり、尻 たたき、抱 きしめる、エールを送 る)

D.子 どもの集 団への回答者の参与

E.子 どもの行動 への願望
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D.連 れ子 との関係(8項 目)

11.成 人 した息子 。娘が同居 して いる場 合

A,子 の同居 状況の評価[包 括質 問]

B.子 との共 食

C.子 どもと過 ごす時間(余 暇行動 、一緒 に遊ぶ、個人 的 に話す)

D.も しその子が 転出 した ら、 どん な生活の変化が起 きるか

E,両 親 との意見 の不一致(10項 目)

F.子 どもとの関係 で、楽 しい こと、つ らいことのある頻 度

G.回 答者 側 の子 、の将来 の居住の あ り方 にっ いて のプラ ン

1.暴 力

12.子 どもたち との関係[回 答者 または配偶 者(パ ー トナー)に 子が ある場合]

それぞれの子 どもとの関係 の質[包 括質問]

13.親 にっ いて、他の親族 につ いて、お よび一般的 な態度[全 回答者]

A.母 親 の情報(現 年齢 または死亡 時年齢、健康状態、所在 、接触度 、関係 の質)

B.父 親の情報(現 年齢または死亡時年齢、健康状態、結婚地位、所在、接触度、

関係の質)

C.養 親の情報(現 年齢 または死亡時年齢、健康状態、結婚地位、所在、接触度、

関係の質)

D.き ょうだ い(数 、関係 の質 、その配偶者 たち との関係 の質)

E.義 理の関係(義 理 の親 、配偶者 の兄弟、彼 らの配偶者 、 との関係 の質)

F.態 度質 問(母 の就労 、妊娠出産、職業 、性別役割 、親族援助、結婚 、同棲、

宗教、 自己価値 、未婚 の性関係 、浮気 、子を持っ こと)

皿 基本回答者の配偶者用自記式質問票

A.生 年 月 日

B.実 親 または養親

C.母 親 にっ いての情 報(年 齢 、健康 、所在 、接触度 、関係 の質)

D.父 親 にっ いての情報(年 齢 、健康 、所在、結婚地位 、接触 度、関係の質)

E.き ょうだ い(数 、住居 の近 さ、接触度、彼 ら及 びそ の配偶者 との関係 の質)

F.義 理 の関係(義 理の親、配偶者 の兄弟 、及 びその配偶 者、 との関係 の質)

G.結 婚 の子 ど もの誕 生(結 婚年、(再 婚の場 合)前 の婚姻の解消年、子 ど もの

出生(各 婚姻 で の))

H.結 婚時 の社会属性(教 育水準 、職業 、宗教)

1.同 棲(初 婚前、再婚前)

J.現 在 の結婚(結 婚年、夫婦 関係 の質、結婚式 の形態、役割配分 の公正 さ、共

に過 ごす時間 、性行為の頻度、パ ー トナーとの意見の不一致、不一致 への対処、

暴力、別 れ た場合 に予想 され る生活 の変化 、別れ る可能 性)

K.子 ど もを もつ(出 産)意 欲
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L.子 を もっ ことにっ いての考慮点

M.子 どもとの関係(そ れぞれ の子 との関係 の質 、子 どもとの関係 で楽 しい時 ・

つ らい時、子 との会食、子 と過 ごす時間、 しつ け、子 どもの行動 に対す る期待、

連 れ子 との関係)

N.同 居す る子 にと っての不在 の親 につ いて[焦 点の子 を選定](結 婚地位、その

他 の子 の有無 、子をめ ぐる葛藤 、子の養育)

O.18歳 以下で同居 していない子 にっ いて[焦 点 の子を選定](子 との接触状況、

子の生活への回答者の影響 力、養育費 の支払 い、他方 の親 の状況、他方 の親と

の子を め ぐる葛藤)

P.同 居す る成人 した子[焦 点の子 を選定](同 居の様子、子 と過 ごす時間、子が

他 出 したら起 こる生活の変化、親子の意見の不一致、楽 しい時 ・つ らい時、不
一致へ の対処)

Q.離 婚 と別居[1977年1月1日 以後 に経験 のあ る場合](前 の配偶者 との現在の関

係 、接触度、別れ る前のいさか い)

R.回 答者 自身 にっ いての情 報(幸 福感 、健康状態、アル コール ・薬物問題、身

体 ・精神の障害、車の使用、親 の負担で得 た学歴、宗教 、人種)

S.兵 役、教育 、職業 の経験(兵 役経験 、最終学 歴、学位 、高校以上の教育歴、

職業経歴 、前年の就業状態く現在の職、労働時間、収入 、副業 、勤務形態、勤

務 中の子の世 話)

T.家 事(回 答者 、配偶者、他 の世帯員別 、9つ の家事種類別 、1週 当たりの分

担時間)

U.収 入(雇 用 収入 、自営業収入)

V.50歳 時の職 業

W.態 度質問(働 く母親、妊娠 ・出産、職業、性別役割、親族 か らの援助、結婚、

同棲 、宗教 、 自己価値、未婚 の性関係 、浮気 、子育て)


